
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人 東北大学 の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

国立大学法人東北大学の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するに
あたって、他の国立大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行
政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（東北

    大学約6,000人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる、以下の法人等を参考とし
た。

(1) 国立大学法人（旧帝国大学）･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事
 業を実施しており、役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、当法人と同

             水準と推定される。同様の考え方により、理事及び監事についても同水準と推定さ
 れる。

        (2) 事務次官年間報酬額･･･23,235,000円

当法人においては、期末特別手当において当該役員の業績評価に基づき、その額の100
分の25の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしている。

役員報酬支給基準は、主に月額及び期末特別手当から構成され
ている。月額については、国立大学法人東北大学役員給与規程
に則り、本給（1,178,000円）に地域手当（70,680円）を加算して算
出している。期末特別手当についても、同規程に則り、期末特別
手当基礎額（本給＋地域手当＋本給×100分の25＋本給及び地
域手当×100分の20）に100分の170を乗じて得た額に、基準日以
前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を
乗じて得た額としている。さらに、その額の100分の25の範囲内で
これを増額し、又は減額することができることとしている。
なお、令和6年度では、民間給与との較差に基づく①令和7年1月
1日より本給表を平均1.1％の引き上げ、②令和7年1月1日より期
末特別手当の引き上げ（年間0.05ヶ月分）、③「①～②」の改正を
令和6年4月1日に実施した場合の当該給与改定の実施期日の前
日までの差額を一時金として支給することを実施した。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容
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理事

理事

（非常勤）

監事

監事

（非常勤）

役員報酬支給基準は、主に月額及び期末特別手当から構成され
ている。月額については、国立大学法人東北大学役員給与規程
に則り、本給に地域手当を加算して算出している。期末特別手当
についても、同規程に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手
当＋本給×100分の25＋本給及び地域手当×100分の20）に100
分の170を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ
るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。さら
に、その額の100分の25の範囲内でこれを増額し、又は減額する
ことができることとしている。
なお、令和6年度では、民間給与との較差に基づく①令和7年1月
1日より本給表を平均1.1％の引き上げ、②令和7年1月1日より期
末特別手当の引き上げ（年間0.05ヶ月分）、③「①～②」の改正を
令和6年4月1日に実施した場合の当該給与改定の実施期日の前
日までの差額を一時金として支給することを実施した。

            非常勤役員報酬支給基準は、非常勤役員手当としている。非常勤役員手
  当は、国立大学法人東北大学非常勤役員手当支給基準に則り月額とし、

            基準額を基本としている。

役員報酬支給基準は、主に月額及び期末特別手当から構成され
ている。月額については、国立大学法人東北大学役員給与規程
に則り、本給に地域手当を加算して算出している。期末特別手当
についても、同規程に則り、期末特別手当基礎額（本給＋地域手
当＋本給×100分の25＋本給及び地域手当×100分の20）に100
分の170を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけ
るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。さら
に、その額の100分の25の範囲内でこれを増額し、又は減額する
ことができることとしている。
なお、令和6年度では、民間給与との較差に基づく①令和7年1月
1日より本給表を平均1.1％の引き上げ、②令和7年1月1日より期
末特別手当の引き上げ（年間0.05ヶ月分）、③「①～②」の改正を
令和6年4月1日に実施した場合の当該給与改定の実施期日の前
日までの差額を一時金として支給することを実施した。

            非常勤役員報酬支給基準は、非常勤役員手当としている。非常勤役員手
  当は、国立大学法人東北大学非常勤役員手当支給基準に則り月額とし、

            基準額を基本としている。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,403 14,175 6,095
850
281

（地域手当）
（一時金） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

17,004 10,806 5,297
648
24

229

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）
※

千円 千円 千円

16,454 10,806 4,646
648
136
216

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）
※

千円 千円 千円 千円

15,074 9,867 4,413
592
202

（地域手当）
（一時金） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

16,317 10,806 4,646
648
216

（地域手当）
（一時金） ※

千円 千円 千円 千円

16,317 10,806 4,646
648
216

（地域手当）
（一時金） 4月1日

千円 千円 千円 千円

5,733 2,850 2,396
285
184
17

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
7月4日 ◇

千円 千円 千円 千円

10,702 6,628 2,192

1,325
368
35

152

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
（一時金）

7月11日 ◇

千円 千円 千円 千円

16,367 10,806 4,646
648
50

216

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）
※

千円 千円 千円

15,782 10,338 4,614
620
209

（地域手当）
（一時金） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

5,432 2,694 2,416
161
138
22

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
6月29日 ◇

千円 千円 千円 千円

10,324 6,365 2,115

1,273
368
59

144

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当）
（一時金）

7月2日 ◇

千円 千円 千円 千円

3,900 3,855 45 （一時金）

H理事

I理事

L理事
（非常勤）

前職
就任・退任の状況

役名

法人の長

A理事

D理事

E理事

G理事

K理事

B理事

C理事

F理事

その他（内容）

J理事
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千円 千円 千円 千円

5,619 3,540 1,831
212
35

（地域手当）
（通勤手当） 8月31日

千円 千円 千円 千円

6,470 4,980 1,099
298
14
79

（地域手当）
（通勤手当）

（一時金）
9月1日

千円 千円 千円 千円

1,020 1,020
（ ）

8月31日

千円 千円 千円 千円

1,435 1,431 4 （一時金） 9月1日

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

注３：「前職」欄の「◇」は役員出向者を、「※」は独立行政法人等の退職者であることを示す。

３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」と「門戸開放」の理念を
掲げ、世界最高水準の研究・教育を創造し、また、研究の成果を社会が
直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、
平和で公正な人類社会の実現に貢献することを使命としており、その使
命をより高度に実現するために、「世界最高水準の知を創造」と「未来
を拓く変革を先導」の取組みを、総長のリーダーシップの下で推進して
いる。
そうした中で、東北大学の総長は、常勤職員数約6,000人の法人の代表
として、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、
経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。
総長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
59,202千円と比較した場合それ以下であり、また、事務次官の年間給与
額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。
東北大学では、総長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、総長の職務内容の特性
は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの各年
度における業績評価の結果を勘案したものとしている。
また、他の旧帝国大学の長の報酬水準と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や旧帝国大学との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

A監事

D監事
（非常勤）

B監事

注２：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給し
ているものである。
「一時金」とは、①令和7年1月1日より本給表を平均1.1％の引き上げの改正、及び②令和7年1月
1日より期末特別手当の引上げ（年間0.05ヶ月分）の改正を、令和6年4月1日に実施した場合の
当該給与改定の実施期日の前日までの差額を支給しているものである。

C監事
（非常勤）
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理事

理事（非常勤）
理事に同じ

監事

監事（非常勤）
監事に同じ

【文部科学大臣の検証結果】

東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」と「門戸開放」の理念を
掲げ、世界最高水準の研究・教育を創造し、また、研究の成果を社会が
直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、
平和で公正な人類社会の実現に貢献することを使命としており、その使
命をより高度に実現するために、「世界最高水準の知を創造」と「未来
を拓く変革を先導」の取組みを、総長のリーダーシップの下で推進して
いる。
そうした中で、東北大学の理事は、総長の定めるところにより、総長を補
佐して本学の業務を掌理する職務を担っている。
理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
59,202千円と比較した場合それ以下であり、また、事務次官の年間給与
額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。
東北大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の特性
は上記のとおりであり、これまでの各年度における業績評価の結果を勘
案したものとしている。
また、他の旧帝国大学の理事の報酬水準と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や旧帝国大学との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

東北大学は、建学以来の伝統である「研究第一」と「門戸開放」の理念を
掲げ、世界最高水準の研究・教育を創造し、また、研究の成果を社会が
直面する諸問題の解決に役立て、指導的人材を育成することによって、
平和で公正な人類社会の実現に貢献することを使命としており、その使
命をより高度に実現するために、「世界最高水準の知を創造」と「未来
を拓く変革を先導」の取組みを、総長のリーダーシップの下で推進して
いる。
そうした中で、東北大学の監事は、本学の業務を監査する職務を担って
いる。
監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬
59,202千円と比較した場合それ以下であり、また、事務次官の年間給与
額23,235千円と比べてもそれ以下となっている。
東北大学では、監事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、監事の職務内容の特性
は上記のとおりであり、これまでの各年度における業績評価の結果を勘
案したものとしている。
また、他の旧帝国大学の監事の報酬水準と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や旧帝国大学との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の
国立大学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の
報酬水準は妥当であると考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

11,536
(64,587)

6
(42)

0
(0)

R6.3.31 1.3 ※

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

3,555 4 0 R6.8.31 1.0

注２：「前職」欄の「※」は退職者の役員時の前職が独立行政法人等の退職者であることを示す。

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分
当該法人の長である総長は、本学が今後取り組んでいくべき挑戦について、4つのビジョン（「教育」「研究」「社会との共創」「経営革新」）、そ

れらに関する19の重点戦略、66の主要施策を「東北大学ビジョン2030」として策定し、既成概念の枠を超えた新たな社会価値の創造へ向けた

大胆な挑戦を推進した。

産業界との社会価値創造の体制強化については、総長直下の組織として、プロボストを機構長とした「オープンイノベーション戦略機構」を

創設し、民間出身のプロフェッショナル人材を配置し、企業との「組織」対「組織」による大型の共同研究提携を推進した。また、データ駆動型

の社会を牽引する人材を育成するため「データ駆動科学・AI 教育研究センター」を創設し、AIMD教育の基礎からエキスパートまで一貫した教

育プログラムを実施した。

2020年当初からのコロナ危機においては、新型コロナウイルス感染症対策班会議をのべ194回開催するほか、コロナ禍の学生を多面的にサ

ポートする緊急学生支援パッケージを実施した。コロナへの各対策が評価され、TOHOKU DX大賞 支援部門最優秀賞（2021年11月）、日本

DX大賞 支援機関部門大賞（2022年6月）を受賞。また、2020年朝日新聞大学ランキング 「コロナ過で優れた対応を行っていると思う大学」で

は第１位となった。

2020年7月には、「東北大学ビジョン2030」をアップデートし、大学の変革を加速する「コネクテッドユニバーシティ戦略」を策定。コロナ危機に

続くニューノーマルの時代を見据え、他大学に先駆けて包括的DX体制を構築した。人材力と組織力でDXを強力に推進する姿勢が評価さ

れ、2023年6月、「日本DX大賞2023」にて特別賞を受賞した。

多様な若手研究者の支援を実施し社会を先導する人材の輩出・育成を行う「若手躍進総合パッケージ」の創設、企業等との共同研究や人

材育成等の共創活動を企画及び実施する「共創研究所」制度を創設、日本の半導体産業の競争力強化に貢献する「半導体テクノロジー共創

体」の創設、留学生や外国人研究者およびその家族に対し各種手続を一元的かつ包括的に支援する国際サポートセンターの設置、民間金

融機関との共同出資による子会社「東北大学共創イニシアティブ」の設置など、経営面でもリーダーシップを発揮した。

さらに、2023年9月、本学が申請した変革への意思や体制強化計画が高く評価されたことにより、本学は「国際卓越研究大学」の唯一の認定

候補に選定され本学の国際的に卓越した研究の展開および経済社会に変化をもたらす研究成果の活用に関して新たな道を拓いた。

当該法人の長の業績勘案率については、これらへの貢献と国立大学法人評価委員会が行う国立大学法人評価の結果（第３期中期目標期

間１位）を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、1.3 と決定した。

該当なし

当該監事は、本学の業務運営状況、業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し、関係法令等に基づく適正な執行状況等について

監査し、本学の業務の適正かつ効率的な運営を確保することに大きく貢献した。

当該監事の業績評価率については、これら監査業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘

案した上で、本学経営協議会の議を経て、1.0と決定した。

注１：法人の長については、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載
するとともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」
欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

法人の長

理事A

法人での在職期間

判断理由

監事A

法人の長

理事A

監事A
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【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の
水準は妥当であると考える。

 当法人においては、期末特別手当において、当該役員の業績評価に基づき、その額の
 １００分の２５の範囲内でこれを増額し、又は減額することができることとしている。
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

職員の勤務成績を考慮し、昇格、昇給を実施しているほか、勤勉手当の成績率に反映
している。

(1)賞与：勤勉手当（査定分）
6月1日及び12月1日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、
基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給割合を決定
する。（ただし、人事評価を実施する事務系・技術系職員は、基準日直近の人事評
価結果における実績評価評語を勤務成績に反映させる。）

(2)昇給
５段階ある昇給区分のうちから、昇給日（1月1日）前において、人事評価を実施
する事務系・技術系職員は9月30日以前1年間、それ以外の職員は12月31日
以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて昇給区分が決定される。

(3)昇格
勤務成績が良好な職員で昇格基準に達した者は、その者の資格に応じ上位の級
に昇格させることができる。

(4)降格
勤務成績が不良な場合は、下位の級に降格させることができる。

国立大学法人東北大学職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、
国家公務員のほか、令和6年職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規
模別（東北大学約6,000人）・職種別平均支給額を参考にした。

(1) 国立大学法人（旧帝国大学）･･･当該法人は、教育・研究事業等において類似
 する国立大学法人であり、法人規模についても同等となっている。

        (2) 国家公務員･･･令和6年において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の
 平均給与月額は405,378円となっており、全職員の平均給与月額は414,801円

              となっている。
        (3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の
             ４月の平均支給額は267,161円となっている。

また、教職員の業績及び能力の評価を適切に反映できる給与制度を構築するとともに、
各部局等に配置可能な教職員の上限数、総人件費の運用枠を設定し、適切な人件費
の管理に努める。

国立大学法人東北大学職員給与規程に則り、基本給及び諸手当（職責手当、初任給
調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、
テレワーク手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、
宿日直手当、オンコール手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、
衛生管理手当、特別手当、招へい手当及び看護職員等調整手当）としている。
期末手当については、期末手当基礎額（本給＋扶養手当＋地域手当＋役職段階別加算
額＋管理職加算額）に100分の122.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間における
その者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給＋地域手当＋役職段階別加算額＋管理職
加算額）に勤勉手当の支給細則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額として
いる。
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④  給与制度の令和６年度における主な改定内容

２ 職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

3,457 44.7 7,107 5,252 65 1,855
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,148 44.4 6,249 4,618 89 1,631
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,054 52.2 9,963 7,269 64 2,694
人 歳 千円 千円 千円 千円

842 37.1 5,690 4,291 36 1,399
人 歳 千円 千円 千円 千円

258 37.6 5,613 4,188 48 1,425
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

151 49.0 4,186 3,183 89 1,003
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 49.3 5,865 4,382 82 1,483
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

20 63.4 3,327 2,812 91 515
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 63.4 3,198 2,704 126 494
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 63.7 3,704 3,136 66 568
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 62.8 3,081 2,593 43 488
人 歳 千円 千円 千円 千円

区分 うち賞与総額 うち所定内平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

令和６年度では、①令和６年４月１日より、テレワークに伴う費用負担を軽減するため、
テレワーク手当を新設し、これに伴い１箇月当たりの平均通勤所要回数が少ない者の
通勤手当の取扱いを改正した。また、民間給与との較差に基づく②令和7年1月1日
より本給表を平均3.0%の引き上げ、③令和7年1月1日より寒冷地手当の支給月額の
引上げ、④令和7年1月1日より初任給調整手当の支給月額の限度額を500円引上げ、
⑤令和7年1月1日より期末手当の支給割合及び勤勉手当の支給率をともに0.05ヶ月分
引き上げ、⑥「②～⑤」の改正を令和6年4月1日に実施した場合の当該給与改定の
実施期日の前日までの差額を一時金として支給した。

人員

技能・労務職種

指定職種

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

事務・技術（限定）

教育職種
（大学教員）（限定）

技能・労務職種（限定）

医療職種
（病院医療技術職員）

（限定）

再雇用職員

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

医療職種（病院医療
技術職員）

事務・技術（限定）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

244 45.8 4,067 3,218 90 849
人 歳 千円 千円 千円 千円

144 44.5 3,906 2,936 93 970
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 49.1 5,671 4,141 72 1,530
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

22 45.1 3,854 3,854 78 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 47.5 2,809 2,809 104 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。
注２：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注３：「通勤手当等」は、通勤手当とテレワーク手当の合算

〔年俸制適用者〕
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,617 44.3 6,492 5,666 63 826
人 歳 千円 千円 千円 千円

93 50.6 7,286 7,286 102 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,094 42.4 7,554 6,334 54 1,220
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 44.8 4,793 4,793 107 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 63.2 2,395 2,395 115 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 55.8 3,718 3,718 38 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

307 48.6 3,354 3,354 87 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 49.8 5,087 5,087 65 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 44.2 3,653 3,653 45 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

41 35.2 4,133 4,133 14 0

研究補助職種

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

医療職種（病院医療
技術職員）

研究支援職種

注４：常勤職員のうち「指定職種」とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。
注５：「技能・労務職種」とは、自動車運転手、機械操作員、実験助手、用務員などの業務に従事する者を示す。

注６：非常勤職員のうち「研究支援職種」とは、給与を教育職本給表（一）相当で決定され、賞与が支給されない職
種を示し、「研究補助職種」とは、給与を一般職本給表（一）相当で決定され、賞与が支給されない職種を示す。

注７：「在外職員」及び「任期付職員」は該当者がいないため記載を省略した。
注８：次に掲げる各区分中の職種については、該当者がいないため記載を省略した。

・各区分共通で、「医療職種（病院医師）」、「教育職種（歯科技工士養成学校教員）」

・再雇用職員のうち、「教育職種（大学教員）」及び「指定職種」
・非常勤職員のうち、「医療職種（病院看護師）」及び「指定職種」

注９：常勤職員の指定職種、技能・労務職種（限定）、医療職種（病院医療技術職員）（限定）、再雇用職員の
技能・労務職種、事務・技術（限定）、非常勤職員の技能・労務職種、医療職種（病院医療技術職員）
については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分
以外は記載せず、常勤職員全体、再雇用職員全体及び非常勤職員全体の数値からも除外している。

注10：常勤職員のうち事務・技術（限定）、教育職種（大学教員）（限定）、技能・労務職種（限定）、医療職種（病院医療
技術職員）（限定）は、本学では常勤職員として取り扱っているが、職務等を限定しその他の常勤職員の職種とは
給与基準が異なる。

・常勤職員のうち、「技能・労務職種」

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

事務・技術（限定）

教育職種
（大学教員）（限定）

医療職種
（病院看護師）（限定）

医療職種
（医員）

医療職種
（病院医療技術職員）

（限定）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

23 62.5 2,919 2,919 67 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 62.5 2,919 2,919 67 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

再雇用職員

注４：常勤職員のうち事務・技術（限定）、教育職種（大学教員）（限定）、医療職種（病院看護師）（限定）、医療職種
（病院医療技術職員）（限定）は、本学では常勤職員として取り扱っているが、職務等を限定しその他の常勤職員
の職種とは給与基準が異なる。

事務・技術（限定）

教育職種
（大学教員）（限定）

注１：年俸制適用者については、本学では常勤職員として取り扱っているが、年俸制非適用の常勤職員とは給与基準
が異なる。

注２：常勤職員の医療職種（病院医師）、教育職種（歯科技工士養成学校教員）及び指定職種については、該当者が
いないため記載を省略した。

注３：常勤職員の医療職種（病院看護師）（限定）、再雇用職員の教育職種（大学教員）（限定）については、該当者が
２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員
全体、再雇用職員全体の数値からも除外している。
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②

注：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員、再雇用職員及び年俸制適用者を除く。以下、④まで同じ。〕
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注：年齢20～23歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

 年間給与については表示していない。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

部長 16 55.0 9,679

次長 8 54.1 8,742

課長 79 52.4 8,224

課長補佐 141 50.8 7,037

係長 457 47.4 6,311

主任 324 40.1 5,458

係員 123 29.7 4,489

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

代表的職位

   教授 513 55.7 11,522

   准教授 325 49.6 9,032

   講師 42 49.0 8,307

   助教 156 47.1 7,171

   助手 18 51.3 6,711

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

代表的職位

看護部長 1

副看護部長 5 56.5 7,994

看護師長 38 52.8 7,019

副看護師長 109 47.5 6,485

看護師 689 34.4 5,427

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

  8,595～5,786

  7,714～4,907

  6,781～4,055

  6,319～3,921

千円

11,326～8,626

  9,247～8,361

10,254～6,798

千円

30,456～8,540

15,306～6,773

  9,438～7,185

注１：「課長」には、課長相当職である事務長及び室長を含む。
「課長補佐」には、課長補佐相当職である専門員を含む。
「係長」には、係長相当職である専門職員を含む。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

千円

9,168～7,000

7,769～6,194

  9,091～6,184

  7,132～5,774

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

7,941～5,453

6,825～4,269

注１：「看護部長」の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
 平均年齢及び年間給与額は表示していない。

注２：「看護師」には、看護師相当職である助産師を含む。
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④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

53.6 53.3 53.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.4 46.7 46.5

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～41.8 59.1～41.8 57.6～41.8

％ ％ ％

55.2 55.2 55.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.8 44.8 44.8

％ ％ ％

         最高～最低 53.2～37.0 51.0～36.7 51.0～37.0

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

52.8 52.6 52.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

47.2 47.4 47.3

％ ％ ％

         最高～最低 57.1～43.0 57.1～43.0 57.1～43.0

％ ％ ％

55.1 55.1 55.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.9 44.9 44.9

％ ％ ％

         最高～最低 55.9～41.0 55.9～41.0 55.9～41.0

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

51.5 53.0 52.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

48.5 47.0 47.8

％ ％ ％

         最高～最低 51.0～42.9 51.0～42.9 49.3～42.9

％ ％ ％

55.0 55.0 55.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.0 45.0 45.0

％ ％ ％

         最高～最低 51.0～36.4 51.4～41.6 51.0～40.7

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

医療職員（病院看護師）

（参考）対他法人  １００．８

講ずる措置 引き続き適正な給与水準の維持に努める。

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 36.4％
（国からの財政支出額 58,019百万円、支出予算の総額 159,479百万円：
令和6年度予算）
【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（令和5年度決算）

（法人の検証結果）
国からの財政支出の割合は36.4％であり、累積欠損額もなく、対国家公務
員の指数の状況等を総合的に勘案して、給与水準は適切であると考える。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企
業の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定し
ており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執
られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。

講ずる措置 引き続き適正な給与水準の維持に努める。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案  ９９．２
・年齢・地域勘案   ９８．３
・年齢・学歴勘案   ９８．４
・年齢・地域・学歴勘案  ９９．６

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案  ８５．０
・年齢・地域勘案 ９２．３
・年齢・学歴勘案 ８４．３
・年齢・地域・学歴勘案    ９１．９
（参考）対他法人 ９９．４

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

給与水準の妥当性の
検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 36.4％
（国からの財政支出額 58,019百万円、支出予算の総額 159,479百万円：
令和6年度予算）
【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（令和5年度決算）

（法人の検証結果）
国からの財政支出の割合は36.4％であり、累積欠損額もなく、対国家公務
員の指数の状況等を総合的に勘案して、給与水準は適切であると考える。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業

員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企
業の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定し
ており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執
られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 【９９．３】

（扶養親族がいない場合）
事務・技術職員

○ ２２歳（大卒初任給）
月額 220,000円 年間給与 3,286,000円

○ ３５歳（主任）
月額 293,302円 年間給与 4,845,000円

○ ５０歳（課長補佐）
月額 402,164 円 年間給与 6,825,000円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000
円）を支給

（扶養親族がいない場合）
教育職員（大学教員）

○ ２７歳（大学院卒初任給）
月額 323,600円 年間給与 5,066,000円

○ ３５歳（助教）
月額 376,512円 年間給与 6,305,000円

○ ５０歳（准教授）
月額 507,316円 年間給与 8,610,000円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000
円）を支給

職員の勤務成績を考慮し、昇格、昇給を実施しているほか、勤勉手当の成績率に
反映している。

(1)賞与：勤勉手当（査定分）
６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に
対し、基準日前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支
給割合を決定する。（ただし、人事評価を実施する事務系・技術系職員は、
基準日直近の人事評価結果における実績評価評語を勤務成績に反映さ
せる。）

(2)昇給
５段階ある昇給区分のうちから、昇給日（１月１日）前において、人事評価を
実施する事務系・技術系職員は９月３０日以前１年間、それ以外の職員は
１２月３１日以前１年間におけるその者の勤務成績に応じて昇給区分が決
定される。

(3)昇格
勤務成績が良好な職員で昇格基準に達した者は、その者の資格に応じ上
位の級に昇格させることができる。

(4)降格
勤務成績が不良な場合は、下位の級に降格させることができる。

注：上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和6年度の
教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

特になし

区 分

退職手当支給額
2,437,741 2,154,506 2,439,717

給与、報酬等支給総額
32,445,846 32,995,415 33,670,976

70,129,309

福利厚生費
8,234,565 8,474,983 8,872,142

非常勤役職員等給与
21,851,894 22,290,884 25,146,473

③「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に
  基づき、平成30年1月1日から以下の措置を講ずることとした。

役職員の退職手当について、退職手当基本額の調整率の引下げを実施した。
役員に関する講じた措置の概要：退職手当の基本額の調整率を、87/100から83.7/100
に引下げ
職員に関する講じた措置の概要：退職手当の基本額の調整率を、87/100から83.7/100
に引下げ

教育職（大学教員）の定年年齢は65歳である。事務・技術職及び医療職（病院看
護師等）については、令和5年4月1日に定年年齢を60歳から65歳まで段階的に
引上げることとした。定年年齢の引上げに伴い、事務・技術職及び医療職（病院
看護師等）の管理監督職の職員については、満60歳に達した日以後の最初の4
月1日に非管理監督職へ配置換する制度を設けているほか、職員の基本給につ
いて、60歳に達した日後における最初の4月1日以後から7割水準とすることとし
た。

注：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される
職員に係る費用及び人材派遣契約にかかる費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書
「18役員及び教職員の給与の 明細」における非常勤の合計額と一致しない。

① 「給与、報酬等支給総額」は、対前年比「2.0％」である。
これは、令和6年度の給与改定（本給表及び期末手当・勤勉手当の年間支給月数の

  引上げ等）を行ったことが要因と考えられる。

② 「最広義人件費」は、対前年比「6.4%」である。
これは、令和6年度の給与改定（本給表及び期末手当・勤勉手当の年間支給月数の

  引上げ等）、外部資金等の非常勤教職員の増加及び福利厚生費の増加が要因と
考えられる。

最広義人件費
64,970,047 65,915,789
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